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    令和２年第１回甘楽町議会定例会会議録第１号     
 

令和２年３月６日（金曜日） 

                                     

議事日程 第１号 

   令和２年３月６日（金曜日）午後１時０２分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 施政方針 

日程第 ５ 請願・陳情の委員会付託 

日程第 ６ 議案第 １号 令和元年度甘楽町一般会計補正予算（第５号） 

日程第 ７ 議案第 ２号 令和元年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号） 

日程第 ８ 議案第 ３号 令和元年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第 ９ 議案第 ４号 令和元年度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号） 

日程第１０ 議案第 ５号 令和元年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第１１ 議案第 ６号 令和元年度甘楽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第 ７号 令和元年度甘楽町水道事業会計補正予算（第４号） 

日程第１３ 議案第 ８号 甘楽郡土地開発公社定款の一部を改正する定款について 

日程第１４ 議案第 ９号 工事請負契約の変更について（甘楽ふるさと館浴室建築工事） 

日程第１５ 議案第１０号 工事請負契約の変更について（社会資本整備総合交付金事業

織田氏七代の墓御霊屋集計施設整備工事） 

日程第１６ 同意第 １号 甘楽町教育委員会委員の任命について 

日程第１７ 議案第１１号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例について 

日程第１８ 議案第１２号 甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例の一部

を改正する条例について 

日程第１９ 議案第１３号 甘楽町交通指導員条例を廃止する条例について 
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日程第２０ 議案第１４号 甘楽町印鑑条例の一部を改正する条例について 

日程第２１ 議案第１５号 甘楽町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第２２ 議案第１６号 甘楽町ふるさとづくり寄附金条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第２３ 議案第１７号 甘楽町高齢者等生活支援・介護予防事業費用徴収条例の一部

を改正する条例について 

日程第２４ 議案第１８号 甘楽町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

について 

日程第２５ 議案第１９号 甘楽町給水条例の一部を改正する条例について 

日程第２６ 議案第２０号 甘楽町国峰簡易水道給水条例の一部を改正する条例について 

日程第２７ 議案第２１号 甘楽町那須及び秋畑簡易水道給水条例の一部を改正する条例

について 

日程第２８ 議案第２２号 甘楽町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 

日程第２９ 議案第２３号 甘楽町町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

日程第３０ 議案第２４号 甘楽町道路線の廃止について 

日程第３１ 議案第２５号 甘楽町道路線の認定について 

日程第３２ 議案第２６号 令和２年度甘楽町一般会計予算 

日程第３３ 議案第２７号 令和２年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算 

日程第３４ 議案第２８号 令和２年度甘楽町介護保険事業特別会計予算 

日程第３５ 議案第２９号 令和２年度甘楽町農業集落排水事業特別会計予算 

日程第３６ 議案第３０号 令和２年度甘楽町公共下水道事業特別会計予算 

日程第３７ 議案第３１号 令和２年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３８ 議案第３２号 令和２年度甘楽町水道事業会計予算 

 

                                     

 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１２人） 

       １番  山 田 光 男 君   ２番  堀 口   博 君 

       ３番  白 石 豊 樹 君   ４番  吉 田 恭 介 君 

       ５番  横 尾   稔 君   ６番  相 川 忠 夫 君 

       ７番  金 田 倍 視 君   ８番  黒 澤   篤 君 

       ９番  中 野 喜久勇 君  １０番  富 岡 朝 男 君 

      １１番  山 﨑 澄 子 君  １２番  山 田 邦 彦 君 

欠席議員 なし 

                                     

説明のため出席した者 

  町     長  茂 原 荘 一 君  副  町  長  森 平 仁 志 君 

  教  育  長  近 藤 秀 夫 君  会計管理者（会計課長）  岩 﨑 佳 孝 君 

  総 務 課 長  富 田   浩 君  企 画 課 長  田 村 昌 徳 君 

  健 康 課 長  齋 藤 淳 二 君  住 民 課 長  田 中 睦 宏 君 

  産 業 課 長  五十里 比登志 君  建 設 課 長  小 澤 嗣 生 君 

水 道 課 長  関 口 幸 美 君   学校教育課長  秋 山 勝 重 君 

  社会教育課長  大河原 敦 子 君 

                                     

事務局職員出席者 

  事 務 局 長  丸 澤 直 樹    書     記  阿 部   愛 
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○開会・開議 

午後１時０２分開会・開議 

◇議長（富岡朝男君） 議員の出席が定足数に達しておりますので、これより令和２年第

１回甘楽町議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。順次、議事を進め

ます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１ 会議録署名議員の指名 

◇議長（富岡朝男君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

甘楽町議会会議規則第１２７条の規定により、議長から次の議員を指名いたします。 

第２番堀口博君、第３番白石豊樹君の両名といたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２ 会期の決定 

◇議長（富岡朝男君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

本件につきましては、先に議会運営委員会が開かれておりますので、議会運営委員会委

員長中野喜久勇君、登壇して報告を願います。 

◇議会運営委員長（中野喜久勇君） 報告いたします。議会運営委員会報告。議長の指名

がありましたので、議会運営委員会の経過と結果について報告いたします。 

去る３月１日に議会運営委員会を開き、本定例会の会期、日程等について協議をした結

果、会期については本日から１２日までの７日間とし、日程については議会速報で配付し

たとおりであります。 

以上でありますが、この会期、日程等にご賛同を賜り、円滑な議会運営ができますよう

議員各位のご協力をお願い申し上げまして、報告といたします。 

以上です。 

◇議長（富岡朝男君） お諮りいたします。 

議会運営委員長の報告のとおり、本定例会の会期を本日から１５日までの９日間とする

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から１２日までの７日間と決定いたしました。 
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―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３ 諸般の報告 

◇議長（富岡朝男君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

去る２月１９日、群馬県市町村会館において、群馬県町村議会議長会定期総会が開催さ

れ、出席いたしました。 

本総会におきまして、令和２年度群馬県町村議会議長会事業報告、一般会計歳入歳出決

算認定、令和２年度事業計画、一般会計予算及び会費の賦課徴収方法についての５議案が

上程され、それぞれ原案のとおり承認可決されました。 

また、別紙のとおり、お手元に配付いたしました「宣言」及び「決議」が行われました

ので、報告をいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第４ 施政方針 

◇議長（富岡朝男君） 日程第４、施政方針を行います。 

町長の発言を許します。 

町長。 

◇町長（茂原荘一君） それでは、令和２年第１回甘楽町議会定例会の開会にあたり、お

許しをいただきまして一言ご挨拶を申し上げます。 

議員の皆様におかれましては、極めてご多忙の中ご出席を賜り、本定例会が開催できま

すことに心から厚く御礼を申し上げます。 

寒さに耐えた役場前の梅の花が満開となりました。昨日は啓蟄でありましたし、虫も冬

眠から目覚める頃となり、春到来を感じるところであります。まさに春は、希望の春、新

たなスタートの春であります。 

４月には「群馬デスティネーションキャンペーン」が始まり、町では一足早く今月から

「キラッとかんら観光キャンペーン」を開催する矢先、新型コロナウイルス感染症対策に

よるイベントの自粛という、予期せぬ展開となってしまいました。本来であれば、町が一

番輝く春に大勢の皆さんをお迎えするところですが、しばし見合わせ、新型ウイルスの終

息とイベントの早期開催を切に願うところであります。 

 また、先月は、東京オリンピック、パラリンピックのホストタウン国であるニカラグア

共和国にＪＩＣＡの調査団が訪問しました。甘楽町からは副町長はじめ５名が参加し、白

石議員には調査団の一員としてご協力いただきました。大会開催まで残すところ１４０日
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となりました。今後も、引き続き町を挙げて応援し友好の輪を広げていきたいと思ってい

ます。 

 さて、早いもので令和元年度も締めくくりの時期を迎えました。この一年、議員の皆様

をはじめ町民皆様のご協力により、様々な町発足６０周年記念事業を実施できたこと、改

めて感謝申し上げます。 

今年度予算に盛り込まれた事業につきましては、台風１９号による災害復旧の繰越事業

を除き、概ね予定どおり進捗しております。この場をお借りし関係者の皆様に深く感謝申

し上げますとともに、引き続きご指導ご支援をお願い申し上げます。 

 本定例会では、令和２年度各会計の当初予算をはじめ、条例の制定・改正・廃止、令和

元年度の予算補正、人事案件など、極めて重要な議案を多数ご提案申し上げます。 

議員の皆様には、慎重審議を通じまして、何卒ご理解のうえ、原案どおりご議決ご同意

を賜りますよう、あらかじめのお願いを申し上げます。 

 これより、上程申し上げます３２議案、同意案１件のうち、主なものの大要について申

し上げますが、各議案等の詳細につきましては、その都度各課長に説明させますので、あ

らかじめご了承のほどよろしくお願い申し上げます。 

 まず、議案第１号から第７号までは、令和元年度の各会計の補正予算であります。年度

末を控え事業の進捗による予算整理を行い、かつ必要な予算措置をお願いするものであり

ます。 

 議案第８号は、令和２年３月３１日をもって、甘楽郡土地開発公社の設立団体である下

仁田町が公社から脱退するため、定款の一部改正について議決を求めるものであります。 

 議案第９号、１０号は、契約議決の甘楽ふるさと館浴室建築工事、織田氏七代の墓御霊

屋修景施設整備工事について、設計変更に伴い契約金額に変更が生じたため議決を求める

ものであります。 

 同意第１号につきましては、任期満了に伴う教育委員会委員の任命であります。 

 議案第１１号から第２３号は、条例の制定、一部改正、廃止であります。それぞれ制度

の拡充や町民の利便性の向上を図るため、また上位法の改正に伴うものであります。 

議案第２４号、そして２５号は、町道路線の廃止と認定であります。 

 議案第２６号から第３２号は、令和２年度各会計の当初予算であります。 

このうち、議案第２６号の令和２年度甘楽町一般会計予算につきまして、その大要をご説

明申し上げ、併せて予算編成に当たっての所信の一端を申し上げ、議会及び町民の皆さん
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のご理解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。  

はじめに、予算編成にあたっての基本方針や財源等について申し上げます。 

町民の皆様が安全で安心して生活できることを町政の基本と考え、平成２４年度から

「キラッとかんら安心のまち」をキャッチフレーズに「輝くまちづくり」を進めてまいり

ましたが、本計画も残すところ２年となりました。この２年間は、現計画の集大成と令和

４年度からスタートする次期計画を作成するための重要な期間となります。職員一丸とな

って、安全安心な生活環境づくりを目指し、厳しい財政状況ですが、後世に負担をかけな

いまちづくりに精一杯取り組んでまいります。 

 令和２年度予算につきましても、引き続き甘楽町第５次総合計画「KANRA プラン・輝き」

の各事業計画に盛り込まれた重点施策を実施してまいります。 

 はじめに、本町の財政状況でありますけれども、令和元年度の町税収入の状況は、法人

住民税と固定資産税の償却資産が伸び悩み、前年度比２．４％減額の１４億６，２００万

円程度の見通しとなります。 

令和２年度については、軽自動車税、町たばこ税の増税を見込みましたが、法人町民税

の税率改正を控えていることから減額を見込み、町税全体では当初予算額で前年比０．９％

減額となります１４億４，２４１万円８，０００円を計上いたしました。 

 町の歳入の根幹となる地方交付税でありますが、地方財政運営に支障が生じぬよう補正

係数等が見直され、基準財政需要額が増額となり、普通交付税額は前年より１億４，００

０万円増額の１６億５，０００万円を見込んでいます。地方交付税の交付総額としては前

年と比較し９．３％の増額となります。 

 このような町税・地方交付税の歳入見込みの中、令和２年度の予算編成にあたっては厳

しい財政状況を深く認識し、限られた財源を重点的かつ効率的に執行するために、甘楽町

第５次総合計画に基づく施策を推進する予算といたしました。 

この結果、一般会計当初予算の総額は、５２億６，７００万円、前年度当初予算と比較

し０．３％の減額となりました。 

それでは、予算案の重点事業について申し上げます。 

 一つ目は、防災行政無線デジタル化整備事業であります。現行システムが令和４年には

使用できなくなり、全てデジタル化へ移行されるため、令和２年、３年の２か年で整備を

実施します。 

防災行政無線は地域防災の情報を得る重要な手段でありますけれども、昨年１０月の台
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風１９号襲来時のように、屋外からの情報発信のみでは聞き取れない問題が生じています。

そのため、「甘楽町安全安心メール」の普及拡大を積極的に図り、双方からの情報発信に

より地域防災に努め、町民を守る施策に取り組んでまいります。 

整備費の財源といたしましては、緊急防災・減災事業債の起債を全額活用して行う予定

であります。 

 二つ目は、若者定住促進補助金の新設であります。人口減少対策は、自治体が抱える喫

緊の問題であります。町では、学校を卒業して戻ってくる若者や甘楽町に住んでくれる若

者を対象に奨学金の返済額の一部を補助する「若者定住促進補助金（かんら未来人財応援

事業）」を新設します。 

奨学金の返済額の一部を補助することで若者の負担を軽減し、甘楽町に定住しやすい環

境づくりに取り組んでいきます。また、町内には住まないが、町内企業へ就職する若者へ

も奨学金の返済額の一部を補助する仕組みを構築してまいります。関係人口の増加につな

げていけるよう取り組みを進めてまいります。 

次に、予算区分別の主な新規事業等について申し上げます。 

 総務費では、高齢運転者による安全運転サポート車の購入等補助として「サポカー補助

金」を国が新設しましたけれども、町では昨年に引き続き「高齢者先進安全自動車購入費

補助金」・「高齢者安全運転支援装置設置補助金」を交付し、安全で安心なまちづくりに

取り組んでまいります。 

また、全国的に見ても問題となっております「空き家」でありますが、今年度は不良住

宅や特定空き家の除却費用の一部を補助する制度をスタートさせます。危険な空き家が減

少し近隣住民が安心して暮らせるよう施策を進めてまいります。 

さらに、東京オリンピック、パラリンピックにおけるニカラグア共和国のホストタウン

となったことから、出場選手の応援や事後交流事業を実施し、文化的な相互交流を図りな

がら共生事業に取り組んでまいります。 

 民生費では、少子化対策、子育て支援対策、高齢者対策を充実させ、全世代が融合して

安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいきます。 

 衛生費では、子どもの出生、育児、予防接種事業の充実に努め、新たに若年健診を導入

し若い世代から健康に関心を持ってもらい、早期に生活改善指導ができる体制をとり、町

民が健康に暮らせるよう取り組んでまいります。 

 農林水産業費では、農業者の生活安定を図る支援を実施し、農業者の所得向上、後継者
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不足解消につなげていきます。 

 商工費では、群馬デスティネーションキャンペーンとともに「キラッとかんら観光キャ

ンペーン」を繰り広げ、観光客の誘客に努め町の魅力をアピールしていきます。あわせて

観光施設の充実を図り、さらには企業支援策を進め、企業進出や規模拡大を促進し雇用の

安定を図ってまいります。 

 土木費では、甘楽ＰＡスマートインターチェンジ整備事業に取り組み、令和４年度の開

設を目指します。本事業は、町民皆さんの利便性の向上はもとより、企業誘致や工業団地

の推進がより有利に進められ、雇用の創出、町内企業の振興、観光客の誘致に寄与すると

ともに、定住者の増加につながるものと期待をしているところであります。 

 また、小幡地区の都市再生整備計画が終了し、新たに都市再生整備計画小幡第３期が始

まります。計画の初年度は、観光拠点となる名勝楽山園内の照明設備並びに周辺道路の美

装化整備等の整備を実施し、観光客の誘客につなげていければと思っております。 

 さらに、木造住宅 耐震診断委託、木造住宅 耐震工事、木造住宅 耐震シェルター設置に

伴う補助制度を活用し、安全安心な生活が送れる支援を推進します。 

 消防費については、防災力強化のため耐震性貯水槽の設置を行い、消防設備の充実と消

防力の強化を図ります。 

 続いて教育費でありますけれども、小学校での水泳授業を実施するにあたり民間施設を

活用した水泳授業実施のための委託料を計上しました。これにより、維持管理の問題解消

だけでなく天候に左右されず安全で安心して確実な水泳指導が行われることとなり、今後

も学校教育の充実に取り組んでまいります。 

また、３つの幼稚園を統合した「こども園」の開園に向けた取り組みを進めてまいりま

す。 

続きまして、特別会計でありますけれども、特別会計は、甘楽町国民健康保険事業特別

会計予算など５件、企業会計は水道事業会計１件になります。 

主な特徴でありますけれども、国民健康保険事業特別会計で国保世帯の負担軽減を図る

ため税率の引き下げを実施します。また、多子世帯支援事業補助金として第３子以降の均

等割相当額を補助してきましたが、令和２年度以降は第１子から該当させ、子育て支援を

図ってまいります。 

 公共下水道事業特別会計では、令和５年度までに法適化を進めていく必要があり、下水

道管路台帳の整備や長寿命化を図るためストックマネジメント計画の策定費用を計上し、
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維持管理に努めるとともにスムーズな会計移行を進めてまいります。 

 水道事業会計では、町の水道を更に安全で安定的に供給するため、２ヶ年の継続費事業

で白倉浄水場の改修事業を実施します。また、各施設の耐震化、そして長寿命化、白倉高

区配水池を活用した轟浄水場との連携により、水道用水の安定供給を図ってまいります。 

 以上が令和２年度当初予算についての大要です。一般会計当初予算は、厳しい財政状況

のなか、後世に負担をかけないよう適正に起債の借入を行い、財政調整基金を繰入れない

予算編成を行いました。予算執行に当たっては、財政状況の変化により柔軟に対応し、実

施事業の取捨選択や経常経費のより一層の圧縮を進め、必要な予算は確保しながら健全な

財政運営に努めていく所存であります。 

 以上、令和２年度第１回甘楽町議会定例会開催にあたり、町政推進にあたって私の所信

の一端を申し上げるとともに、議案の大要についてご説明させていただきました。 

 本町財政は、今後も厳しい状況に変わりはありませんが、ただ今申し上げましたとおり、

町民生活の向上のために職員一丸となり、しっかり取り組み、安全で安心して住める町、

元気とにぎわいのある町づくりに努めてまいりたいと考えておりますので、議員の皆様、

並びに町民の皆様の深いご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

以上であります。 

◇議長（富岡朝男君） 施政方針が終わりました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第５ 請願・陳情の委員会付託 

◇議長（富岡朝男君） 日程第５、請願・陳情の委員会付託を行います。 

お手元に配付の文書表のとおり、請願３件を総務文教常任委員会に、陳情１件を社会産

業常任委員会に付託いたします。両常任委員会は、本定例会の会期中にご審議のうえ、報

告を願います。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第６ 議案第１号 令和元年度甘楽町一般会計補正予算（第５号） 

◇議長（富岡朝男君） 日程第６、議案第１号 令和元年度甘楽町一般会計補正予算（第

５号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

企画課長。 

◇企画課長（田村昌徳君） 補正予算書１ページをお願いいたします。議案第１号令和元
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年度甘楽町一般会計補正予算（第５号）。令和元年度甘楽町一般会計補正予算（第５号）

は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から歳

入歳出それぞれ２，９９０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６億

１，８９０万円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。繰越明許

費。第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費は、「第２表繰越明許費」による。地方債の補正。第３条、地方債の補正は、

「第３表地方債補正」による。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

次のページをお願いいたします。「第１表歳入歳出予算補正」。款、補正額でお願いい

たします。歳入。１款町税、４０７万７，０００円。２款地方譲与税、減額の７万３，０

００円。１４款使用料及び手数料、５８万８，０００円。１５款国庫支出金、９６２万６，

０００円、１６款県支出金、減額８１９万９，０００円。１７款財産収入、３１万２，０

００円。１８寄付金、１，４６２万８，０００円。１９款繰入金、減額の９，０１０万３，

０００円。２１款諸収入、１，４５０万円。歳入合計、補正前の額５６億４，８８０万円。

補正額、減額の２，９９０万円。計５６億１，８９０万円。 

４ページをお願いいたします。歳出。１款議会費、減額１８０万４，０００円。２款総

務費８６８万８，０００円。３款民生費、減額１，２０８万４，０００円。４款衛生費、

減額９０３万３，０００円。６款農林水産業費、減額４３１万１，０００円。７款商工費、

減額２６２万３，０００円。８款土木費、減額１，３３８万８，０００円。９款消防費、

減額の１８２万円。１０款教育費、減額１，１０４万７，０００円。１１款災害復旧費、

１，７５０万７，０００円。歳出合計。補正前の額５６億４，８８０万円。補正額、減額

の２，９９０万円。計５６億１，８９０万円。 

次のページをお願いいたします。「第２表繰越明許費」。款、項、事業名、金額でお願

いいたします。３款民生費、１項社会福祉費、プレミアム商品券事業、５４５万５，００

０円。６款農林水産業費、１項農業費、強い農業・担い手づくり総合支援事業、２２２万

３，０００円。８款土木費、２項道路橋梁費、道路新設改良事業、１，４４７万６，００

０円。８款土木費、２項道路橋梁費、甘楽パーキングエリアスマートインターチェンジ整

備事業、１，４００万円。８款土木費、２項道路橋梁費、橋梁補修事業、１，０４７万円。

８款土木費、２項道路橋梁費、都市再生整備計画事後評価策定事業、４２１万３，０００

円。８款土木費、２項道路橋梁費、歴史的風致形成建造物改修事業、９４０万円。９款消



－12－ 

防費、１項消防費、第１分団第２部詰所解体工事業、７９万２，０００円。１１款災害復

旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、林道災害復旧事業、９，１８２万１，０００円。

１１款災害復旧費、２項土木施設災害復旧費、道路災害復旧事業、１億７，４１０万２，

０００円。１１款災害復旧費、２項土木施設災害復旧費、公園災害復旧事業、９４０万５，

０００円。１１款災害復旧費、３項農地農業用施設災害復旧費、農地災害復旧事業、１，

６１０万１，０００円。 

「第３表地方債補正」。変更。記載の目的、補正前限度額、補正後限度額でお願いいた

します。緊急防災・減災対策事業、１，１５０万円、１，０３０万円。災害復旧事業土木

施設災害復旧事業、４，３３０万円、６，０３０万円。災害復旧事業農林水産業施設災害

復旧事業、２，２４０万円、２，１１０万円。記載の方法、利率、償還の方法は、変更ご

ざいません。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（富岡朝男君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（富岡朝男君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第７ 議案第２号 令和元年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

◇議長（富岡朝男君） 日程第７、議案第２号 令和元年度甘楽町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

健康課長。 
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◇健康課長（齋藤淳二君） それでは、補正予算書４６ページをお願いいたします。議案

第２号 令和元年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）。令和元年度甘

楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。歳入歳

出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，７２６万２，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億９，９７２万６，０００円

とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。令和２年３月６日提出、

甘楽町長茂原荘一。 

次のページをお願いいたします。「第１表歳入歳出予算補正」。款、補正額でお願いを

いたします。歳入。３款県支出金、９３１万２，０００円。４款財産収入、減額の１万５，

０００円。６款繰入金、減額の８５３万円。７款繰越金３，１０４万８，０００円。９款

国庫支出金、５３２万９，０００円。歳入合計。補正前の額１５億６，２４６万４，００

０円、補正額３，７２６万２，０００円、計１５億９，９７２万６，０００円。 

次のページをお願いいたします。歳出。１款総務費、減額の１５５万２，０００円。２

款保険給付費、３，３５０万円。３款国民健康保険事業費納付金、ゼロ円。５款保健事業

費、ゼロ円。６款基金積立金、減額の１万５，０００円。８款諸支出金、５３２万９，０

００円。歳出合計。補正前の額１５億６，２４６万４，０００円、補正額３，７２６万２，

０００円、計１５億９，９７２万６，０００円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（富岡朝男君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（富岡朝男君） 挙手全員。 
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よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第８ 議案第３号 令和元年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

◇議長（富岡朝男君） 日程第８、議案第３号 令和元年度甘楽町介護保険事業特別会計

補正予算（第３号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

健康課長。 

◇健康課長（齋藤淳二君） 補正予算書７３ページをお願いいたします。議案第３号 令

和元年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）。令和元年度甘楽町介護保険事

業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第１

条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，２８３万８，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億７，３３４万８，０００円とする。第２項、歳

入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。令和２年３月６日提出、甘楽町長茂原荘一。 

次のページをお願いいたします。「第１表歳入歳出予算補正」。款、補正額でお願いを

いたします。歳入。３款国庫支出金、７２万５，０００円。６款財産収入、１万円。８款

繰入金、４８０万５，０００円。１０款繰越金７２９万８，０００円。歳入合計。補正前

の額１２億６，０５１万円、補正額１，２８３万８，０００円、計１２億７，３３４万８，

０００円。 

次のページをお願いいたします。歳出。１款総務費、３６万２，０００円。２款保険給

付費、１，０００万円。３款地域支援事業費、ゼロ円。４款基金積立金、２４７万６，０

００円。歳出合計。補正前の額１２億６，０５１万円、補正額１，２８３万８，０００円、

計１２億７，３３４万８，０００円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（富岡朝男君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 
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◇議長（富岡朝男君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（富岡朝男君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第９ 議案第４号 令和元年度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

◇議長（富岡朝男君） 日程第９、議案第４号 令和元年度甘楽町農業集落排水事業特別

会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（関口幸美君） 補正予算書８６ページをお願いいたします。議案第４号 令

和元年度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）。令和元年度甘楽町農業集

落排水事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補

正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２０６万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，４０４万２，０００円とする。第２項、歳入歳出予

算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。令和２年３月６日提出、甘楽町長茂原荘一。 

次のページをお願いいたします。「第１表歳入歳出予算補正」。款、補正額でお願いを

いたします。歳入。１款使用料及び手数料、減額の９５万円。４款諸収入、減額の１１１

万円。歳入合計。補正前の額１億４，６１０万２，０００円、補正額、減額の２０６万円、

計１億４，４０４万２，０００円。 

次のページをお願いいたします。歳出。１款農業集落排水事業費、減額の２０６万円。

歳出合計。補正前の額１億４，６１０万２，０００円、補正額、減額の２０６万円、計１

億４，４０４万２，０００円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（富岡朝男君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 
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◇議長（富岡朝男君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（富岡朝男君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１０ 議案第５号 令和元年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

◇議長（富岡朝男君） 日程第１０、議案第５号 令和元年度甘楽町公共下水道事業特別

会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（関口幸美君） 補正予算書９７ページをお願いいたします。議案第５号 令

和元年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）。令和元年度甘楽町公共下水

道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，７１９万４，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億９６８万５，０００円とする。第２項、歳入

歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」による。令和２年３月６日提出、甘楽町長茂原荘一。 

次のページをお願いいたします。「第１表歳入歳出予算補正」。款、補正額でお願いを

いたします。歳入。３款国庫支出金、減額の７００万円。４款繰入金、減額の１，２４５

万円。６款諸収入、１９５万６，０００円。８款県支出金、３０万円。歳入合計。補正前

の額５億２，６８７万９，０００円、補正額、減額の１，７１９万４，０００円、計５億

９６８万５，０００円。 

次のページをお願いいたします。歳出。１款公共下水道費、減額の１，７１９万４，０

００円。２款公債費、ゼロ円。歳出合計。補正前の額５億２，６８７万９，０００円、補

正額、減額の１，７１９万４，０００円、計５億９６８万５，０００円。 
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以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（富岡朝男君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（富岡朝男君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１１ 議案第６号 令和元年度甘楽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

◇議長（富岡朝男君） 日程第１１、議案第６号 令和元年度甘楽町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

健康課長。 

◇健康課長（齋藤淳二君） 補正予算書１０８ページをお願いいたします。議案第６号 令

和元年度甘楽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。令和元年度甘楽町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３１３万５，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，３８３万５，０００円とする。第２項、歳入

歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」による。令和２年３月６日提出、甘楽町長茂原荘一。 

次のページをお願いいたします。「第１表歳入歳出予算補正」。款、補正額でお願いを

いたします。歳入。１款後期高齢者医療保険料、２２３万２，０００円。３款諸収入、９

０万３，０００円。歳入合計。補正前の額１億４，０７０万円、補正額３１３万５，００

０円、計１億４，３８３万５，０００円。 
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次のページをお願いいたします。歳出。２款後期高齢者医療広域連合納付金、２２３万

２，０００円。３款諸支出金、９０万３，０００円。歳出合計。補正前の額１億４，０７

０万円、補正額３１３万５，０００円、計１億４，３８３万５，０００円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（富岡朝男君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（富岡朝男君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１２ 議案第７号 令和元年度甘楽町水道事業会計補正予算（第４号） 

◇議長（富岡朝男君） 日程第１２、議案第７号 令和元年度甘楽町水道事業会計補正予

算（第４号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（関口幸美君） 補正予算書の１１９ページをお願いいたします。議案第７号 

令和元年度甘楽町水道事業会計補正予算（第４号）。第１条、令和元年度甘楽町水道事業

会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。収益的収入及び支出。第２条、令

和元年度甘楽町水道事業会計予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額」２，６２０万７，０００円を１億９，９９０万７，０００円に改め、「当

年度分損益勘定留保資金」１億１，５３３万７，０００円を１億９０３万７，０００円に

改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

収入。科目、第１款資本的収入。既決予定額１億１，２５１万円。補正予定額、減額の
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８，９００万円。計２，３５１万円。支出。科目、第１款上水道事業費用、既決予定額３

億１，８７１万７，０００円。補正予定額減額の９，５３０万円。計２億２，３４１万７，

０００円。企業債。第３条、令和元年度甘楽町水道事業会計補正予算（第２号）第４条中

起債の限度額を次のように改める。起債の目的、災害復旧事業。既決限度額２，０００万

円。補正限度額、減額の１，０００万円。計１，０００万円。令和２年３月６日提出。甘

楽町長茂原荘一。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（富岡朝男君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（富岡朝男君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１３ 議案第８号 甘楽郡土地開発公社定款の一部を改正する定款について 

◇議長（富岡朝男君） 日程第１３、議案第８号 甘楽郡土地開発公社定款の一部を改正

する定款についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

建設課長。 

◇建設課長（小澤嗣生君） 議案書の１ページをお願いいたします。議案第８号 甘楽郡

土地開発公社定款の一部を改正する定款について。上記の議案を、公有地の拡大の推進に

関する法律第１４条第２項の規定により、別紙のとおり提出し、議会の議決を求める。令

和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

提案理由。令和２年３月３１日をもって、甘楽郡土地開発公社の設立団体である下仁田
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町が、公社から脱退するため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（富岡朝男君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（富岡朝男君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１４ 議案第９号 工事請負契約の変更について（甘楽ふるさと館浴室建築工事） 

◇議長（富岡朝男君） 日程第１４、議案第９号 工事請負契約の変更について（甘楽ふ

るさと館浴室建築工事）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

企画課長。 

◇企画課長（田村昌徳君） 議案書の４ページをお願いいたします。議案第９号 工事請

負契約の変更について。令和元年８月２０日契約議決した甘楽ふるさと館浴室建築工事の

施工について、次のとおり請負契約を変更したいので地方自治法第９６条第１項第５号及

び甘楽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、町議会の議決を求める。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

提案理由。工事施工内容の詳細が決定し、工事費に変更が生じたため。 

次のページをお願いいたします。記。変更前。１、契約の目的、甘楽ふるさと館浴室建

築工事。２、契約の金額、８，８５５万円。うち、取引に係る消費税額８０５万円。３、

契約の相手方、群馬県富岡市富岡２７５９。タルヤ建設株式会社。代表取締役山田浩。変

更後。１、契約の目的、変更なし。２、契約の金額、９，３６７万６，０００円。うち、
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取引に係る消費税額８５１万６，０００円。３、契約の相手方、変更なし。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（富岡朝男君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（富岡朝男君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１５ 議案第１０号 工事請負契約の変更について（社会資本整備総合交付金事

業織田氏七代の墓御霊屋集計施設整備工事） 

◇議長（富岡朝男君） 日程第１５、議案第１０号 工事請負契約の変更について（社会

資本整備総合交付金事業織田氏七代の墓御霊屋集計施設整備工事）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

企画課長。 

◇企画課長（田村昌徳君） 議案書の６ページをお願いいたします。議案第１０号 工事

請負契約の変更について。令和元年７月１８日契約議決した社会資本整備総合交付金事業 

織田氏七代の墓御霊屋集計施設整備工事の施工について、次のとおり請負契約を変更した

いので地方自治法第９６条第１項第５号及び甘楽町議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により、町議会の議決を求める。令和２年３月６

日提出。甘楽町長茂原荘一。 

提案理由。工事施工内容の詳細が決定し、工事費に変更が生じたため。 

次のページをお願いいたします。記。変更前。１、契約の目的、社会資本整備総合交付

金事業織田氏七代の墓御霊屋集計施設整備工事。２、契約の金額、５，６３２万円。うち、
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取引に係る消費税額５１２万円。３、契約の相手方、群馬県吾妻郡中之条町大字五反田３

５２９の４。株式会社町田工業。代表取締役町田茂。変更後。１、契約の目的、変更なし。

２、契約の金額、５，８１３万５，０００円。うち、取引に係る消費税額５２８万５，０

００円。３、契約の相手方、変更なし。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（富岡朝男君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（富岡朝男君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（富岡朝男君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１６ 同意第１号 甘楽町教育委員会委員の任命について 

◇議長（富岡朝男君） 日程第１６、同意第１号 甘楽町教育委員会委員の任命について

を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

町長。 

◇町長（茂原荘一君） 議案書の８ページをお願いいたします。同意第１号 甘楽町教育

委員会委員の任命について。下記の者を甘楽町教育委員会の委員に任命したいから、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、町議会の同意を求める。

記。住所、甘楽町大字秋畑    番地  。氏名、齋藤耕一。生年月日、昭和  年 月 

  日。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

提案理由でありますが、甘楽町教育委員会委員浅香朝雄氏が、令和２年４月６日をもっ

て任期満了となるためであります。齋藤耕一氏の経歴書については、次ページに記載のと
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おりであります。どうぞよろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１７ 議案第１１号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例について 

◇議長（富岡朝男君） 日程第１７、議案第１１号 地方公務員法及び地方自治法の一部

を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

総務課長。 

◇総務課長（富田 浩君） 議案書の１０ページをお願いいたします。議案第１１号 地

方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原

荘一。 

提案理由。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度

任用職員の任用に必要な関係条例を整備するため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１８ 議案第１２号 甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例の一

部を改正する条例について 

◇議長（富岡朝男君） 日程第１８、議案第１２号 甘楽町の特別職の職員で非常勤の者

の諸給与支給条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

総務課長。 

◇総務課長（富田 浩君） 議案書の１４ページをお願いいたします。議案第１２号 甘

楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例の一部を改正する条例について。上記

の議案を別紙のとおり提出する。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

提案理由。地方公務員法の改正により、特別職の非常勤職員の要件が厳格化されたため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１９ 議案第１３号 甘楽町交通指導員条例を廃止する条例について 

◇議長（富岡朝男君） 日程第１９、議案第１３号 甘楽町交通指導員条例を廃止する条
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例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

総務課長。 

◇総務課長（富田 浩君） 議案書の１６ページをお願いいたします。議案第１３号 甘

楽町交通指導員条例を廃止する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。令和

２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

提案理由。地方公務員法の改正に伴い、交通指導員が特別職非常勤職員から除かれるた

め。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２０ 議案第１４号 甘楽町印鑑条例の一部を改正する条例について 

◇議長（富岡朝男君） 日程第２０、議案第１４号 甘楽町印鑑条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

住民課長。 

◇住民課長（田中睦宏君） 議案書の１８ページをお願いいたします。議案第１４号 甘

楽町印鑑条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。令和

２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

提案理由。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録資格と登録印鑑の制限について改正するため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２１ 議案第１５号 甘楽町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

◇議長（富岡朝男君） 日程第２１、議案第１５号 甘楽町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

住民課長。 

◇住民課長（田中睦宏君） 議案書の２０ページをお願いいたします。議案第１５号 甘

楽町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出

する。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 
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提案理由。国民健康保険税率を改正し、被保険者の税負担の軽減を図るため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２２ 議案第１６号 甘楽町ふるさとづくり寄附金条例の一部を改正する条例に

ついて 

◇議長（富岡朝男君） 日程第２２、議案第１６号 甘楽町ふるさとづくり寄附金条例の

一部を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

企画課長。 

◇企画課長（田村昌徳君） 議案書の２２ページをお願いいたします。議案第１６号 甘

楽町ふるさとづくり寄附金条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとお

り提出する。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

提案理由。寄付金を充当する事業区分に、「若者の移住、定住、就業を応援する事業」

を加えるため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２３ 議案第１７号 甘楽町高齢者等生活支援・介護予防事業費用徴収条例の一

部を改正する条例について 

◇議長（富岡朝男君） 日程第２３、議案第１７号 甘楽町高齢者等生活支援・介護予防

事業費用徴収条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

健康課長。 

◇健康課長（齋藤淳二君） 議案書の２４ページをお願いいたします。議案第１７号 甘

楽町高齢者等生活支援・介護予防事業費用徴収条例の一部を改正する条例について。上記

の議案を別紙のとおり提出する。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

提案理由。介護予防日常生活支援総合事業に短期集中予防サービス事業を加え、介護予

防事業費用に掛かる徴収額を改めるため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２４ 議案第１８号 甘楽町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条
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例について 

◇議長（富岡朝男君） 日程第２４、議案第１８号 甘楽町水道事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（関口幸美君） 議案書の２６ページをお願いいたします。議案第１８号 甘

楽町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙の

とおり提出する。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

提案理由。地方自治法の改正に伴う改正のため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２５ 議案第１９号 甘楽町給水条例の一部を改正する条例について 

◇議長（富岡朝男君） 日程第２５、議案第１９号 甘楽町給水条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（関口幸美君） 議案書の２８ページをお願いいたします。議案第１９号 甘

楽町給水条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。令和

２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

提案理由。水道法の改正に伴う改正のため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２６ 議案第２０号 甘楽町国峰簡易水道給水条例の一部を改正する条例につい

て 

◇議長（富岡朝男君） 日程第２６、議案第２０号 甘楽町国峰簡易水道給水条例の一部

を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（関口幸美君） 議案書の３０ページをお願いいたします。議案第２０号 甘

楽町国峰簡易水道給水条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提
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出する。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

提案理由。水道法の改正に伴う改正のため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２７ 議案第２１号 甘楽町那須及び秋畑簡易水道給水条例の一部を改正する条

例について 

◇議長（富岡朝男君） 日程第２７、議案第２１号 甘楽町那須及び秋畑簡易水道給水条

例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（関口幸美君） 議案書の３２ページをお願いいたします。議案第２１号 甘

楽町那須及び秋畑簡易水道給水条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙の

とおり提出する。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

提案理由。水道法の改正に伴う改正のため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２８ 議案第２２号 甘楽町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例につい

て 

◇議長（富岡朝男君） 日程第２８、議案第２２号 甘楽町小口資金融資促進条例の一部

を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

産業課長。 

◇産業課長（五十里比登志君） 議案書の３４ページをお願いいたします。議案第２２号 

甘楽町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり

提出する。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

提案理由。借換制度及び利子補給の上乗せを継続実施するため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２９ 議案第２３号 甘楽町町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

◇議長（富岡朝男君） 日程第２９、議案第２３号 甘楽町町営住宅管理条例の一部を改
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正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

建設課長。 

◇建設課長（小澤嗣生君） 議案書の３６ページをお願いいたします。議案第２３号 甘

楽町町営住宅管理条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出す

る。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

提案理由。民法の一部を改正する法律の施行により、住宅の明渡請求の違約徴収金の利

率を法定利率に改めるため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３０ 議案第２４号 甘楽町道路線の廃止について 

◇議長（富岡朝男君） 議案第２４号 甘楽町道路線の廃止についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

建設課長。 

◇建設課長（小澤嗣生君） 議案書３８ページをお願いいたします。議案第２４号 甘楽

町道路線の廃止について。道路法第１０条の規定に基づき、甘楽町道路線を下記のとおり

廃止する。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

記。廃止する路線。路線名、下原・西谷線。起点、白倉字下原１７０８番地１から。終点、

天引字鈴宮３６０番地１まで。重要な経過地、なし。整理番号、６５５９。 

提案理由。群馬県屋外広告物条例による（仮称）甘楽パーキングエリアスマートインタ

ーチェンジ景観誘導地域指定に伴い新たな路線認定が必要なため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３１ 議案第２５号 甘楽町道路線の認定について 

◇議長（富岡朝男君） 議案第２５号 甘楽町道路線の認定についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

建設課長。 

◇建設課長（小澤嗣生君） 議案書４０ページをお願いいたします。議案第２５号 甘楽

町道路線の認定について。道路法第８条第２項の規定に基づき、甘楽町道路線を下記のと

おり認定する。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 
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記。認定する路線。路線名、起点、終点、重要な経過地、整理番号の順で申し上げます。

下原・西谷線、白倉字下原１７０８番地１から天引字鈴宮３６０番地１まで、なし、６５

６１。前田・大山前線、福島字前田３７９番地２から福島字大山前４０８番地２まで、２

１７６。七反田・南貝戸線、福島字七反田３３５番地から福島字南貝戸２５１番地１まで、

なし、２１７７。金井町・壱丁田２号線、福島字金井町１４７番地から福島字壱丁田９３

番地１まで、なし、２１７８。金井町・三ツ橋２号線、福島字金井町 139 番地から白倉字

三ツ橋３４７番地２まで、なし、２１７９。砂欠・神田３号線、白倉字砂欠３０５番地か

ら金井字神田２７番地２まで、なし、２１８０。砂欠・神田４号線、白倉字砂欠３０８番

地から金井字神田３１番地２まで、なし、２１８１。神田線、金井字神田４８番地３から

金井字神田４０番地１まで、なし、２１８２。稲荷東３号線、福島字稲荷東１３２５番地

４から福島字稲荷東１３２５番地７まで、なし、５１７９。 

提案理由。（仮称）甘楽パーキングエリアスマートインターチェンジ景観誘導地域指定

に伴うもの及び新たに町道として管理するため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３２ 議案第２６号 令和２年度甘楽町一般会計予算 

◇議長（富岡朝男君） 日程第３２、議案第２６号 令和２年度甘楽町一般会計予算を議

題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

企画課長。 

◇企画課長（田村昌徳君） 甘楽町予算書の１ページをお願いいたします。議案第２６号 

令和２年度甘楽町一般会計予算。令和２年度甘楽町一般会計の予算は、次に定めるところ

による。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５２億６，７

００万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第

１表歳入歳出予算」による。債務負担行為。第２条、地方自治法第２１４条の規定により、

債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

地方債。第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。一

時借入金。第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れ

の最高額は３億円と定める。歳出予算の流用。第５条、地方自治法第２２０条第２項ただ
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し書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。第１号。各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。令和２年３月６日提

出。甘楽町長茂原荘一。 

次のページをお願いいたします。「第１表、歳入歳出予算」。款、金額でお願いいたし

ます。１款町税１４億４，２４１万８，０００円。２款地方譲与税７，４７３万３，００

０円。３款利子割交付金１５０万円。４款配当割交付金５００万円。５款株式等譲渡所得

割交付金４００万円。６款法人事業税交付金５０万円。７款地方消費税交付金２億４，５

００万円。８款ゴルフ場利用税交付金４，１００万円。９款環境性能割交付金１，５００

万円。１０款地方特例交付金１，０００万円。１１款地方港税１６億５，０００万円。１

２款交通安全対策特別交付金１００万円。１３款分担金及び負担金１００万円。１４款使

用料及び手数料１億２，９８６万４，０００円。１５款国庫支出金４億６，０３９万円。

１６款県支出金３億２，４１９万５，０００円。１７款財産収入３３１万７，０００円。

１８款寄附金２，３１０万円。１９款繰入金４，６１７万３，０００円。２０款繰越金１

億２，８００万円。２１款諸収入１億３，２８８万２，０００円。２２款町債５億２，７

４０万円。歳入合計５２億６，７００万円。 

７ページをお願いいたします。歳出。１款議会費７，６２８万１，０００円。２款総務

費６億６，８９１万４，０００円。３款民生費１３億５，４５７万円。４款衛生費３億９，

０３１万５，０００円。５款労働費１万７，０００円。６款農林水産業費３億３，１６１

万５，０００円。７款商工費１億３，３８６万円。８款土木費６億６９１万５，０００円。

９款消防費６億２，２３７万１，０００円。１０款教育費６億６，０２９万６，０００円。

１１款災害復旧費４０１万３，０００円。１２款公債費４億７８３万３，０００円。１３

款予備費１，０００万円。歳出合計５２億６，７００万円。 

次ページをお願いいたします。「第２表、債務負担行為」。事項、防災行政無線デジタ

ル化整備事業。期間、令和３年度から令和３年度まで。限度額、８，５４４万９，０００

円。 

「第３表、地方債」。起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法でお願いい

たします。臨時財政対策、１億６，２００万円、証書借入または証券発行、年３．０％以

内、政府資金その他借入先の融資条件によるものとする。ただし、町財政の都合により、

据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借り換えることができる。
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以下の、起債の方法、利率、償還の方法は同様でございますので、省略させていただきま

す。緊急防災・減災対策事業、３億６，３８０万円。災害復旧事業・農林水産業施設災害

復旧事業、１６０万円。合計、５億２，７４０万円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３３ 議案第２７号 令和２年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算 

◇議長（富岡朝男君） 日程第３３、議案第２７号 令和２年度甘楽町国民健康保険事業

特別会計予算を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

健康課長。 

◇健康課長（齋藤淳二君） 予算書の２２８ページをお願いいたします。議案第２７号 令

和２年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算。令和２年度甘楽町国民健康保険事業特別

会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、

歳入歳出それぞれ１５億６，９８０万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及

び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。一時借入金。第２条、地方自

治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は２，０００万円

と定める。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

次のページをお願いいたします。「第１表、歳入歳出予算」。款、金額でお願いいたし

ます。歳入。１款国民健康保険税３億３，５７７万円。２款使用料及び手数料１，０００

円。３款国庫支出金１３７万５，０００円。４款県支出金１０億４，９２４万９，０００

円。５款財産収入５万円。６款寄附金１，０００円。７款繰入金１億３，４９３万３，０

００円。８款繰越金４，２００万円。９款諸収入６４２万１，０００円。歳入合計１５億

６，９８０万円。 

次のページをお願いいたします。歳出。１款総務費５，４０２万９，０００円。２款保

険給付費１０億２，１４９万４，０００円。３款国民健康保険事業費納付金４億５，５６

０万９，０００円。４款共同事業拠出金１，０００円。５款保健事業費２，９７７万１，

０００円。６款基金積立金５万円。７款公債費１，０００円。８款諸支出金７８４万５，

０００円。９款予備費１００万円。歳出合計１５億６，９８０万円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 
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○日程第３４ 議案第２８号 令和２年度甘楽町介護保険事業特別会計予算 

◇議長（富岡朝男君） 日程第３４、議案第２８号 令和２年度甘楽町介護保険事業特別

会計予算を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

健康課長。 

◇健康課長（齋藤淳二君） 予算書の２６３ページをお願いいたします。議案第２８号 令

和２年度甘楽町介護保険事業特別会計予算。令和２年度甘楽町介護保険事業特別会計の予

算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ１３億３，２７０万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。一時借入金。第２条、地方自治法第

２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は２，０００万円と定め

る。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

次のページをお願いいたします。「第１表、歳入歳出予算」。款、金額でお願いいたし

ます。歳入。１款保険料２億６，６９４万８，０００円。２款分担金及び負担金１１９万

円。３款国庫支出金３億６５９万３，０００円。４款支払基金交付金３億４，６８４万円。

５款県支出金１億９，６９７万４，０００円。６款財産収入１万５，０００円。７款寄附

金１，０００円。８款繰入金２億ⅰ，３９７万６，０００円。９款諸収入６万２，０００

円。１０款繰越金１０万円。１１款町債１，０００円。歳入合計１３億３，２７０万円。 

次のページをお願いいたします。歳出。１款総務費１，０８３万３，０００円。２款保

険給付費１２億４，６８５万３，０００円。３款地域支援事業費７，３７９万４，０００

円。４款基金積立金１万５，０００円。５款公債費１，０００円。６款諸支出金２０万４，

０００円。７款予備費１００万円。歳出合計１３億３，２７０万円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３５ 議案第２９号 令和２年度甘楽町農業集落排水事業特別会計予算 

◇議長（富岡朝男君） 日程第３５、議案第２９号 令和２年度甘楽町農業集落排水事特

別会計予算を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（関口幸美君） 予算書の３０４ページをお願いいたします。議案第２９号 令
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和２年度甘楽町農業集落排水事業特別会計予算。議案第２９号 令和２年度甘楽町農業集

落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳

出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億３，９８０万円と定める。第２項、歳入歳出予算

の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。令和２年３月

６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

次のページをお願いいたします。「第１表、歳入歳出予算」。款、金額でお願いいたし

ます。歳入。１款使用料及び手数料２，６７９万１，０００円。２款繰入金１億１，１，

３９万８，０００円。３款繰越金５０万円。４款諸収入１１１万１，０００円。歳入合計

１億３，９８０万円。 

次のページをお願いいたします。歳出。１款農業集落排水事業費４，６５７万２，００

０円。２款公債費９，２７２万８，０００円。３款予備費５０万円。歳出合計１億３，９

８０万円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３６ 議案第３０号 令和２年度甘楽町公共下水道事業特別会計予算 

◇議長（富岡朝男君） 日程第３６、議案第３０号 令和２年度甘楽町公共下水道事業特

別会計予算を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（関口幸美君） 予算書の３３７ページをお願いいたします。議案第３０号 令

和２年度甘楽町公共下水道事業特別会計予算。議案第３０号 令和２年度甘楽町公共下水

道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予

算の総額は、歳入歳出それぞれ５億５，８９０万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款

項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。地方債。第２条、

地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。令和２年３月６日提

出。甘楽町長茂原荘一。 

次のページをお願いいたします。「第１表、歳入歳出予算」。歳入。１款分担金及び負

担金１，０７０万円。２款使用料及び手数料１億６８４万８，０００円。３款国庫支出金

８，０００万円。４款繰入金２億１，３６５万円。５款繰越金５０万円。６款諸収入２，
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０００円。７款町債１億４，５６０万円。８款県支出金１６０万円。歳入合計５億５，８

９０万円。 

次のページをお願いいたします。歳出。１款公共下水道費３億４，７１８万２，０００

円。２款公債費２億１，１２１万８，０００円。３款予備費５０万円。歳出合計５億５，

８９０万円。 

次のページをお願いいたします。「第２表、地方債」。起債の目的、限度額で申し上げ

ます。記載の目的、流域下水道整備事業、３５０万円。特定環境保全公共下水道整備事業、

１億３，６６０万円。公営企業会計適用債、５５０万円。合計１億４，５６０万円。記載

の方法、証書借入または証券発行。利率、年３．０％以内。償還の方法、政府資金その他

借入先の融資条件によるものとする。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限

を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借り換えることができる。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３７ 議案第３１号 令和２年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算 

◇議長（富岡朝男君） 日程第３７、議案第３１号 令和２年度甘楽町後期高齢者医療特

別会計予算を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

健康課長。 

◇健康課長（齋藤淳二君） 予算書の３９２ページをお願いいたします。議案第３１号 令

和２年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算。議案第３１号 令和２年度甘楽町後期高齢

者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予

算の総額は、歳入歳出それぞれ１億４，８６０万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款

項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。令和２年３月６日

提出。甘楽町長茂原荘一。 

次のページをお願いいたします。「第１表、歳入歳出予算」。款、金額でお願いいたし

ます。歳入。１款後期高齢者医療保険料１億７７万６，０００円。２款繰入金４，７４８

万９，０００円。３款諸収入９万６，０００円。４款繰越金２３万９，０００円。歳入合

計１億４，８６０万円。 

次のページをお願いいたします。歳出。１款総務費２７８万９，０００円。２款後期高

齢者医療広域連合納付金１億４，５４８万７，０００円。３款諸支出金８万５，０００円。
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４款予備費２３万９，０００円。歳出合計１億４，８６０万円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３８ 議案第３２号 令和２年度甘楽町水道事業会計予算 

◇議長（富岡朝男君） 日程第３８、議案第３２号 令和２年度甘楽町水道事業会計予算

を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（関口幸美君） 議案書４０７ページをお願いいたします。議案第３２号 令

和２年度甘楽町水道事業会計予算。総則。第１条、令和２年度水道事業会計の予算は、次

に定めるところによる。業務の予定量。第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。第

（１）号、給水戸数５，３２７戸。第（２）号、年間総給水量１６５万７，２００立方メ

ートル。（３）号、１日平均給水量４，５４０立方メートル。（４）号、主要な建設改良

事業４億５，０９４万１，０００円。 

収益的収入及び支出。第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入。第１款上水道事業収益２億５，１２０万円。第２款簡易水道事業収益１，１４０万

円。収入合計２億６，２６０万円。支出。第１款上水道事業費用２億２，１５０万円。第

２款簡易水道事業費用１，８８０万円。支出合計２億４，０３０万円。 

資本的収入及び支出。第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億９，８０９万２，０００円は、建設改

良積立金１億円、過年度分損益勘定留保資金２，３６６万５，０００円、当年度分損益勘

定留保資金３，５０９万８，０００円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

３，９３２万９，０００円で補てんするものとする。収入。第１款資本的収入３億１，３

６５万２，０００円。支出。第１款資本的支出５億１，１７４万４，０００円。 

継続費。第５条、継続費の総額及び年額割は、次のとおりと定める。第１款資本的支出、

第１項建設改良費。事業名、白倉浄水場改修事業。総額７億６，７３６万円。令和２年度。

年割額、３億６２０万８，０００円。令和３年度。年割額、４億６，１１５万２，０００

円。 

企業債。第６条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお

り定める。起債の目的、排水管整備事業。限度額３，０００万円。浄水施設整備事業。限
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度額、２億７，５６０万円。起債の方法、証書借入又は証券発行。利率、年３．０％以内。

ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、

利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。償還の方法、政府資金とその

他借入先の融資条件によるものとする。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限

を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。 

議会の議決を経なければ流用することができない経費。第７条、次に掲げる経費につい

ては、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその

経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。第（１）号、職員給与

費５，１７６万８，０００円。（２）号、交際費２万円。 

他会計からの補助金。第８条、水道事業実施のため、一般会計からこの会計へ補助を受

ける金額は、７万１，０００円である。 

たな卸資産購入限度額。第９条、たな卸資産の購入限度額は、１３４万４，０００円と

定める。令和２年３月６日提出。甘楽町長茂原荘一。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（富岡朝男君） 提案者の説明が終了いたしました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○散  会 

◇議長（富岡朝男君） 本日はこれにて散会といたします。 

午後２時４０分散会 

 


